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て
い
く
。

愛

護

動

物

・

地

域

猫

活

動

問　

犬
や
猫
等
の
ペ
ッ
ト
に
つ
い

て
は
、
飼
い
方
で
問
題
が
起
こ
る

こ
と
も
多
い
。
犬
や
猫
に
関
す
る

苦
情
の
状
況
は
ど
う
か
。
ま
た
、

飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
減
ら
す
取

り
組
み
で
あ
る
地
域
猫
活
動
へ
の

助
成
を
拡
大
す
る
考
え
を
問
う
。

答　

主
な
苦
情
と
し
て
、
犬
に
つ

い
て
は
ふ
ん
の
放
置
や
鳴
き
声
等
、

猫
に
つ
い
て
は
放
し
飼
い
に
よ
る

ふ
ん
尿
被
害
や
仔
猫
の
出
産
等
が

あ
る
。
ま
た
、
地
域
猫
の
不
妊
去

勢
手
術
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
経

年
で
頭
数
減
に
一
定
の
効
果
が
得

ら
れ
て
お
り
、
平
成
27
年
度
は
助

成
件
数
を
前
年
度
の
２
倍
以
上
と

し
た
。
今
後
は
、
猫
の
性
別
で
助

成
額
に
差
を
設
け
る
等
、
限
ら
れ

た
予
算
の
中
で
、
よ
り
効
果
的
な

地
域
猫
活
動
を
進
め
て
い
き
た
い
。

子

育

て

世

帯

の

住

宅

支

援

問　

平
成
27
年
８
月
、
市
は
将
来

人
口
に
関
す
る
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

を
実
施
し
た
が
、
そ
の
結
果
に
お

い
て
、
転
出
し
た
子
育
て
世
帯
の

一
番
の
ニ
ー
ズ
が
住
宅
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
多
く
の
世
帯
が
住

宅
を
取
得
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
転

出
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
、
市
の
具

体
的
な
対
策
に
つ
い
て
問
う
。

務
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
紐
づ
く
だ

け
で
、
事
務
や
情
報
連
携
の
拡
大

を
行
う
も
の
で
な
く
、
現
段
階
で

は
本
市
が
独
自
で
事
務
を
拡
大
す

る
と
い
う
考
え
は
も
っ
て
い
な
い
。

契

約

審

査

の

内

部

統

制

問　

市
所
有
の
土
地
に
立
つ
情
報

プ
ラ
ザ
は
、
土
地
の
使
用
貸
借
契

約
を
も
っ
て
中
小
企
業
基
盤
整
備

機
構
が
建
物
を
建
設
、
所
有
し
て

お
り
、
そ
の
購
入
費
が
今
回
の
補

正
予
算
で
計
上
さ
れ
た
。
過
去
の

定
例
会
で
は
、
当
該
建
物
の
無
償

譲
渡
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
受

け
取
れ
る
よ
う
な
答
弁
が
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
は
、

土
地
の
使
用
貸
借
に
つ
い
て
、
オ

フ
ィ
ス
ビ
ル
の
建
設
に
は
そ
ぐ
わ

な
い
契
約
書
の
様
式
を
用
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
契

約
締
結
当
時
、
リ
ー
ガ
ル
チ
ェ
ッ

ク
が
甘
く
な
る
よ
う
な
内
部
統
制

上
の
欠
陥
は
な
か
っ
た
の
か
。
ま

た
、現
在
の
内
部
統
制
は
ど
う
か
。

答　

当
時
の
契
約
締
結
に
係
る
決

裁
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
管
理
部

門
の
審
査
を
経
て
い
る
が
、
事
業

の
関
係
文
書
が
添
付
さ
れ
て
お
ら

ず
、
こ
れ
が
事
業
計
画
と
の
整
合

性
を
審
査
す
る
機
会
を
失
わ
せ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
、

土
地
建
物
に
関
す
る
契
約
の
決
裁

の
際
は
事
業
計
画
等
の
書
類
を
確

実
に
添
付
さ
せ
、
も
っ
て
計
画
と

契
約
の
整
合
性
を
確
保
し
て
い
る
。

答　

親
世
帯
と
の
同
居
を
機
に
住

宅
の
購
入
等
を
行
う
子
育
て
世
帯

を
対
象
と
し
た
住
宅
取
得
助
成
金

を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
助

成
金
以
外
の
支
援
と
し
て
、
子
育

て
世
帯
と
そ
の
親
世
帯
が
本
市
に

居
住
す
る
場
合
の
マ
イ
カ
ー
ロ
ー

ン
、
教
育
ロ
ー
ン
等
に
係
る
各
種

金
利
の
優
遇
に
つ
い
て
、
金
融
機

関
と
協
議
を
進
め
て
い
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の

利

用

拡

大

問　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
で
振
ら

れ
る
12
桁
の
番
号
に
よ
っ
て
、
個

人
情
報
が
名
寄
せ
等
に
よ
り
芋
づ

る
式
に
漏
洩
す
る
こ
と
で
、
市
民

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
や
、
な

り
す
ま
し
等
が
急
増
す
る
危
険
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
つ
い
て

は
、
発
行
枚
数
が
増
え
ず
、
検
証

も
不
十
分
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状

況
で
、
安
全
性
の
問
題
、
市
独
自

の
経
費
負
担
の
問
題
等
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
利
用
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
こ

と
に
つ
い
て
、市
の
考
え
を
問
う
。

答　

国
で
は
、
法
改
正
に
よ
り
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
対
象
に
特

定
健
康
診
査
の
管
理
に
関
す
る
情

報
、
予
防
接
種
歴
の
情
報
等
に
係

る
事
務
が
新
た
に
加
わ
り
、
自
治

体
間
の
情
報
連
携
が
可
能
と
な
り
、

ま
た
、
利
用
範
囲
の
拡
大
に
向
け

て
更
に
検
討
を
進
め
て
い
る
。
一

方
、
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
事

浅
野
さ
ち
議
員
（
公
明
党
）

　

船
橋
市
と
の
市
境
に
住
む
市

民
か
ら
、
か
か
り
つ
け
医
が
船

橋
市
に
あ
る
が
、
当
該
医
療
機

関
で
特
定
健
康
診
査
及
び
が
ん

検
診
を
受
け
ら
れ
な
い
か
と
い

う
相
談
が
あ
っ
た
。
か
か
り
つ

け
医
の
普
及
の
観
点
、
ま
た
、

検
診
の
受
診
率
向
上
の
た
め
に
、

課
題
解
決
に
向
け
た
対
応
策
に

つ
い
て
、
市
の
考
え
を
問
う
。

船
橋
市
の
医
院
で
検
診
受
け
ら
れ
な
い
か

東
葛
地
域
11 
市
で
対
応
策
を
研
究
す
る

市境の保健行政

答　

国
で
は
、
か
か
り
つ
け
医

の
普
及
を
図
っ
て
お
り
、
本
市

で
も
、
積
極
的
な
周
知
・
啓
発

を
行
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
、

制
度
上
の
違
い
に
よ
り
、
船
橋

市
の
か
か
り
つ
け
医
で
は
受
診

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
東

葛
地
域
11
市
で
組
織
す
る
「
11

市
保
健
福
祉
主
管
部
長
会
議
」

に
お
い
て
、
対
応
策
を
研
究
し

て
い
き
た
い
。

中
村
よ
し
お
議
員（
公
明
党
）

　

本
市
の
保
健
衛
生
行
政
の
質

を
高
め
、
市
民
ニ
ー
ズ
に
的
確

に
応
え
て
い
く
に
は
、
保
健
所

を
設
置
す
る
保
健
所
政
令
市
へ

の
移
行
を
検
討
す
べ
き
と
考
え

る
。
権
限
が
明
確
に
な
る
等
、

移
行
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
多
い
と

思
う
が
、市
の
見
解
は
ど
う
か
。

答　

保
健
所
政
令
市
へ
の
移
行

は
、
感
染
症
対
策
で
は
情
報
伝

本
市
も
移
行
を
検
討
す
べ
き

メ
リ
ッ
ト
多
い
が
検
討
必
要

保健所政令市

達
の
迅
速
性
向
上
や
窓
口
の
一

本
化
、
自
殺
対
策
で
は
精
神
保

健
と
の
連
携
、
Ｄ
Ｖ
対
策
の
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
化
の
他
、
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
で

は
医
師
等
が
携
わ
り
専
門
的
見

地
か
ら
保
健
衛
生
施
策
を
行
え

る
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
移

行
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
メ
リ

ッ
ト
と
管
轄
等
の
諸
問
題
を
総

合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

西
牟
田
勲
議
員
（
民
主
・
連
合
・
社
民
）

　

平
成
27
年
４
月
に
、
生
活
困

窮
者
自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ

た
が
、
予
算
及
び
支
援
員
は
充

足
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
他

市
と
比
較
し
た
本
市
の
任
意
事

業
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
問
う
。

更
に
、
本
事
業
の
実
施
に
伴
う

政
策
効
果
に
つ
い
て
、
市
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答　

本
事
業
の
実
施
体
制
の
見

実
績
を
重
ね
る
こ
と
で
自
立
に
寄
与

生活困窮者への支援

直
し
を
行
っ
て
間
も
な
い
た
め
、

現
時
点
で
の
予
算
及
び
支
援
員

の
充
足
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
ま
た
、
任
意
事

業
が
未
実
施
の
市
が
あ
る
中
で
、

本
市
で
は
３
つ
の
任
意
事
業
を

実
施
し
て
い
る
。
更
に
、
政
策

効
果
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の

実
績
を
重
ね
る
こ
と
で
、
生
活

保
護
に
至
る
前
の
自
立
へ
の
寄

与
が
考
え
ら
れ
る
。

鈴
木
雅
斗
議
員
（
創
生
市
川
）

　

パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト
制

度
（
障
が
い
者
等
用
駐
車
場
の

使
用
許
可
制
度
）
を
導
入
し
、

成
果
を
挙
げ
て
い
る
自
治
体
が

あ
る
が
、
本
市
で
も
当
該
制
度

を
導
入
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

ま
た
、
障
が
い
者
等
用
駐
車
場

に
お
け
る
不
適
切
な
駐
車
に
対

し
過
料
等
の
罰
則
を
課
す
こ
と

に
つ
い
て
、市
の
考
え
を
問
う
。

パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト 

市
で
の
導
入
は

特
に
制
限
す
る
法
令
な
く
導
入
は
可
能

障がい者等用駐車場使用許可制度

答　

当
該
制
度
は
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
県
単
位
で
実
施
さ
れ
て

い
る
が
、
市
で
の
導
入
に
つ
い

て
は
特
に
制
限
す
る
法
令
が
な

い
の
で
、
法
的
に
は
導
入
可
能

で
あ
る
。
ま
た
、
本
庁
・
行
徳

支
所
駐
車
場
の
不
適
切
駐
車
に

対
す
る
罰
則
に
つ
い
て
は
、
維

持
管
理
上
に
お
い
て
現
在
問
題

が
生
じ
て
い
な
い
た
め
、
規
定

す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

自
立
支
援
事
業
の
政
策
効
果 

ど
う
考
え
る

荒
木
詩
郎
議
員
（
創
生
市
川
）

　

高
齢
化
社
会
の
進
展
に
伴
う

諸
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、

市
で
は
、
地
区
社
会
福
祉
協
議

会
が
推
進
母
体
と
な
っ
て
地
域

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い

る
。
平
成
27
年
７
月
に
、
南
行

徳
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
、

ハ
イ
タ
ウ
ン
塩
浜
内
の
ま
ち
か

ど
健
康
サ
ロ
ン
に
地
域
ケ
ア
の

拠
点
を
設
置
し
て
欲
し
い
と
の

要
望
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
市
の
見
解
を
問
う
。

答　

南
行
徳
地
区
社
会
福
祉
協

議
会
は
、
現
在
、
南
行
徳
公
民

館
内
に
地
域
ケ
ア
の
拠
点
を
立

ち
上
げ
て
い
る
が
、
支
え
あ
い

活
動
の
一
層
の
充
実
に
向
け
、

ま
ち
か
ど
健
康
サ
ロ
ン
を
２
カ

所
目
の
拠
点
と
す
る
こ
と
及
び

必
要
な
予
算
措
置
に
関
し
、
関

係
部
署
と
協
議
し
て
い
き
た
い
。

地域ケアシステム
まちかど健康サロンに拠点設置を

関係部署と協議していきたい

福 祉

秋
本
の
り
子
議
員
（
無
所
属
の
会
）

　

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
の

予
測
で
は
、
平
成
27
年
の
が
ん

罹り

患か
ん

数
は
前
年
比
で
約
10
万
例

増
加
す
る
と
い
う
。
骨
髄
移
植

は
白
血
病
等
の
患
者
に
健
康
な

人
か
ら
提
供
さ
れ
た
造
血
幹
細

胞
を
移
植
す
る
も
の
だ
が
、
ド

ナ
ー
登
録
制
度
の
普
及
に
向
け

た
啓
発
の
状
況
及
び
ド
ナ
ー
へ

の
支
援
に
つ
い
て
問
う
。

答　

市
は
、
27
年
度
か
ら
、
献

血
会
場
で
ド
ナ
ー
登
録
を
呼
び

か
け
、
そ
の
場
で
の
受
付
を
開

始
し
て
い
る
他
、
毎
年
10
月
の

推
進
月
間
に
ポ
ス
タ
ー
の
庁
内

掲
示
等
を
行
っ
て
い
る
。
ド
ナ

ー
支
援
に
は
骨
髄
提
供
時
の
休

業
補
償
等
が
あ
る
が
、
制
度
の

あ
り
方
と
し
て
は
広
域
的
な
運

用
が
望
ま
し
く
、
当
面
は
啓
発

を
中
心
に
進
め
て
い
き
た
い
。

骨髄移植ドナー登録
普及に向けた本市の啓発状況は

平成 27 年度から献血会場で登録開始

保 健

清

風

会

（
３
名
）

〔
質
問
者
〕

石
原
み
さ
子

日
本
共
産
党

（
５
名
）

〔
質
問
者
〕

髙
坂　
　

進

無
所
属
の
会

（
５
名
）

〔
質
問
者
〕

増
田　

好
秀


